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豊田理化学研究所 公的研究費取扱規則 

 

平成 19年 3月 20日 制定 

      平成 27年 4月 1日 改正 

（趣旨） 

第1条 公益財団法人豊田理化学研究所（以下、当財団という。）における公的研究費の

取扱については、科研費に係わる予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年

法律第 179 号）、同施行令（昭和 30 年 255 号）、独立行政法人日本学術振興会法

（昭和 42 年法律第 123 号）、科研費取扱規程（昭和 40 年文部科学省告示第 110

号。以下、「取扱規程」という。）、独立行政法人日本学術振興会科研費（基盤研

究等）取扱要領（平成 15 年規則第 17 号）、競争的資金の間接経費執行に係わる

共通指針について（平成 12 年 6 月 4 日文部科学省研究振興局長通知）その他施

行令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 

（定義） 

第 2条 本規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 （１）公的研究費 科学研究費補助金、学術研究助成基金助成金等の競争的資金 

（２）研究職員等 豊田理研フェロー（客員フェロー、特任フェローを含む） 

（３）直接経費  科研費による研究の遂行に必要な経費及び研究成果の取り 

まとめに必要な経費をいう。 

（４）間接経費  直接経費に対して一定比率で措置され、科研費による研究の 

実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費または一般管理費 

として研究所が使用する経費をいう。 

（５）研究代表者 科研費による研究の遂行をする研究組織を代表し、研究計画 

    のとりまとめを行うとともに、研究の推進に関し責任を持つ 

研究職員等をいう。 

（６）研究分担者 科研費による研究の遂行をする研究組織に属し、当該研究の 

         一部を担当する研究職員等をいう。 

 

（研究者情報の登録） 

第 3条 研究職員等で公的研究費を申請するものおよび他の研究機関の研究分担者 

となる者は、研究者情報の登録を事務局にて行わなければならない。 

 

（承諾の権限の委任） 

第 4条 理事長は、研究職員等が他の研究機関の研究計画へ研究分担者として参加 

する場合の承諾の権限を、常務理事に委任するものとする。 
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（申請等の事務） 

第 5条 公的研究費に係わる申請、研究内容および経費配分の変更、報告、通知等の 

諸手続に関する事務は、事務局において行うものとする。 

 

（経理事務の委任） 

第 6条 研究代表者および研究分担者（以下「研究代表者等」という。）は、当該 

研究代表者等に交付される公的研究費の経理事務を理事長に委任するものと 

する。 

２  理事長は、研究代表者等に代わり公的研究費を受領し、これを管理するものと 

する。理事長は、最高管理責任者および総括管理責任者を選任する。 

 

（補助金の預託） 

第 7条 公的研究費は、理事長名義で銀行に預金するものとする。 

 

（事業内容の変更および承認） 

第 8条 研究代表者は、公的研究費の対象となった事業および内容を変更する場合 

には、あらかじめ承認願いを理事長に提出し、文部科学大臣または独立行政 

法人日本学術振興会理事長の承認を受けなければならない。 

 

（補助金の交付前使用） 

第 9条 研究遂行上、公的研究費の交付前（補助金交付内定後に限る。）に研究に 

必要な物品の発注、出張の実施、研究業務補助の依頼等を行う場合は、当財団 

が立て替えるものとする。    

 

（間接経費の取扱い） 

第 10 条 研究代表者及び研究分担者から譲渡された間接経費は、その導入趣旨に基づ

き、公的研究費を獲得した研究者の研究環境の改善や当財団の機能の向上に活

用されなければならない。 

 

（会計処理の基準） 

第 11条 公的研究費に係わる物品購入等の支払、旅費および謝金の支給、その他 

会計処理事務の基準は、豊田理化学研究所経理規程に準ずるものとする。 

 

（経理事務の取扱） 

第 12 条 直接経費の収支管理は、費目区分（物品費、旅費、謝金等およびその他をい

う。）ごとに行うものとする。 

 ２   研究代表者等は、物品を購入するときは、別紙様式１による購入依頼票を 
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    経費管理担当者に提出し、総括管理責任者の承認を得るものとする。 

 ３   公的研究費に係わる出張をする者は、豊田理化学研究所出張旅費規程に準ず

る手続を行わなければならない。 

４   研究代表者等は、人件費を支出する場合において、作業等提供者が一定期間

当財団に勤務し資料整理等を行わせる場合は、別紙様式２による勤務表を総務

グループリーダーに提出し承認を得なければならない。 

 

（帳簿） 

第 13 条 経理担当者は、収支に関する帳簿（収支簿）を備え、研究職員ごとに記帳整

理し、毎月総括管理責任者の承認を得るものとする。 

 

（設備等の寄付） 

第 14条 公的研究費の交付を受けた研究代表者等は、直接経費により購入した 

設備・備品（以下「設備等」という。）の理事長へ寄付を直ちに申し出なけれ 

ばならず（別紙様式３の寄付申込書）、当財団は別紙様式４の寄付物品受納書 

を発行し資産等として管理するものとする。ただし、直ちに寄付することに 

より研究の遂行に支障が生じるおそれがある場合で、文部科学大臣又は日本 

学術振興会理事長の承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（設備等の返還） 

第 15 条 研究代表者等が他の研究機関に所属することとなる場合は、研究代表者等の

求めに応じて、前条の規定により研究所に寄付された設備等を別紙様式５の資

産返還申請書により研究代表者等に返還するものとする。返還を受けた 

    研究代表者等は、別紙様式６の返還受領書を理事長に提出する。 

 

（関係書類の保管） 

第 16条 次に掲げる関係書類は、公的研究費の交付を受けた年度終了後５年間保管 

する。 

    （１）公的研究費の申請に関し提出した書類の写し 

    （２）公的研究費の交付に関し送付された書類 

    （３）公的研究費の使用に関する書類   

区分 書類の種類 

直接経費 

 

 

ア 収支簿 

イ 預貯金等通帳 

ウ 直接経費が適切に使用されたことを証明する書類 

間接経費 

 

ア 間接経費執行実績報告書 

イ 間接経費の返還を記録した書類 
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（収支決算報告書） 

第 17条 総括管理責任者は、補助事業が完了したときには、速やかに収支決算報告 

書を最高管理責任者に提出しなければならない。 

 

（直接経費の使用期限） 

第 18条 公的研究費のうちの科学研究費補助金分の研究遂行に係わる設備等の納品、 

    役務の提供等は、公的研究費の繰越が認められた場合を除き、当該公的研究費 

による研究を遂行する年度の 3月 31日までに終了し、これに係わる支出を翌 

年度の指定期日までに行わなければならない。 

 ２  公的研究費による研究を遂行する年度内において、研究代表者等が当該公的 

研究費による研究遂行の中断または廃止をしたときは、当該公的研究費による 

研究の遂行に係わる設備等の納品、役務の提供等これに係わる支出を、廃止後 

30日以内に提出する実績報告書の提出期限までに行わなければならない。 

 

（間接経費の使用期限） 

第 19 条 間接経費に係わる設備等の納品、役務の提供等は、補助金分に関しては交付

を受け付けた年度の 3 月 31 日までに、基金分に関しては、補助期間終了年度

の 3 月 31 日までに終了し、これに係わる支出は、直接経費の支出期限までに

行わなければならない。 

 

（公的研究費の繰越） 

第 20条 研究代表者は、当該年度の公的研究費による研究を遂行するにあたって、 

交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により、当該公的研究費 

による研究の遂行が予定の期間内に完了しない見込となった場合で、研究期 

間を延長し、公的研究費の全部または一部を翌年度に使用することを希望す 

るときは、すみやかに文部科学大臣の承認を得なければならない。 

 

（公的研究費の返還等） 

第 21条 研究代表者等が公的研究費の交付対象となる他の研究機関の所属となった 

場合は、直接経費の残額および直接経費の残額の 30％に相当する間接経費 

を異動後の研究機関に通知し送金するものとする。間接経費の譲渡を受け 

入れないことにしている研究機関の場合は、直接経費のみの送金とする。 

 ２  研究代表者等が公的研究費交付後、研究計画遂行の中断・廃止を行う場合 

または公的研究費を受け入れない研究機関へ異動する場合は、未使用の直接 

経費等を文部科学大臣または独立行政法人日本学術振興会理事長へ返還す 

るものとする。 
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（監査） 

第 22条 最高管理責任者は、公的研究費の公募要領に基づき毎年無作為に抽出した 

研究職員等の公的研究費事業について監査を実施するものとする。  

2 当該研究職員等は、公的研究費の執行に関する監査に協力するものとする。 

 

（不正な使用に係わる調査の実施） 

第 23条 最高管理責任者は、公的研究費の不正な使用の疑いが生じた場合には、内部 

監査担当者に調査を命ずる。その結果、重大な公的研究費の不正使用の疑いが 

認められた場合には、30日以内に調査委員会を設置し、厳正な審議を実施する。 

 ２  調査委員会は、次のア～ウに掲げる権限を有する。 

    ア 関係者からの事情聴取 

    イ 通報された研究費不正に係る研究に関する関係資料等の物的証拠の精査 

    ウ その他、調査委員会が必要と判断した事項に関する調査 

 ３  調査委員会は、次の①から④の者をもって構成する。 

① 最高管理責任者が指名する者（以下、「調査委員会委員長」という） 

② 企画・運営委員会委員 

③ 外部有識者 

④ 調査委員会委員長が指名した者 

 ４  前項の外部有識者は、不正の調査対象研究者（｢公的研究費の運営・管理規則｣ 

第 8条３項に定める通報により調査委員会を設置する場合はその通報者を含 

む）と利害関係を有しないものでなければならない。 

 ５  調査委員会は、調査を開始した日から原則として 150日以内に調査を終了しな 

ければならない。 

 

（公的研究費の一時的執行停止） 

第 24条 調査開始に伴い、不正調査対象の公的研究費の使用停止を命ずることができ 

る。 

 

（審理及び認定） 

第 25条 調査委員会は、第 23条第 5項の調査結果に基づき、研究不正行為の有無に 

ついて審理し、認定を行う。 

 ２  審理に当たっては、調査対象研究者に弁明の機会を与えなければならない。 

    必要に応じて、外部機関に意見を求めることができる。 

 ３  認定の結果については、速やかに最高管理責任者に報告するとともに、通報者 

ならびに調査対象研究者に通知しなければならない。 

 ４  最高管理責任者は、認定結果を理事長に報告しなければならない。 
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（異議申立て） 

第 26条 調査対象研究者又は不正通報者は、前条第 1項の規定による認定の結果に 

異議があるときは、最高管理責任者に対し、異議申立てをすることができる。 

 ２  前項の異議申立ては。認定結果の通知を受けた日から起算して 10日以内に 

しなければならない。 

 ３  第 1項の異議申立てがあったときは、最高管理責任者は、当該異議申立てに 
ついて、委員会に付託するものとする。 

 ４  最高管理責任者は、前項の付託に係る審議の結果に基づき、異議申立てに対 
する決定を行い、その結果に理由を付して対象研究者又は通報者に通知する 
ものとする。 
 

（措置） 
第 27 条 最高管理責任者は、認定結果に基づき、当該研究不正行為の重大性の程度に 

応じて、「公的研究費の運営・管理規則」第 18条に掲げる措置をとるとともに、 

再発防止のために必要な措置を講じなければならない。 

 ２  最高管理責任者は、重大な不正行為と認定された研究不正に対しては、関与 

したものの氏名、不正行為の内容、調査方法等を原則として公表しなければ 

ならない。 

 

（配分機関への認定結果等の報告） 

第 28条 調査委員会での審理に当たっては、調査方針、調査対象及び方法等について 

    配分機関に報告、協議するものとする。 

 ２  調査開始から 210日以内に、調査結果、不正発生要因、再発防止計画等を含む 

    最終報告書を配分機関に提出する。 

 ３  調査の過程で不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し配分 

機関に報告する。 

 ４  配分機関の求めがあれば、調査に支障が生じない限り調査の進捗状況の中間報 

告あるいは立入調査に応じなければならない。 

 

（雑則） 

第 29条 この規則に定めるもののほか、公的研究費の取扱に関し必要な事項は、別に 

定める。 

 

附則 

 

１．この規則は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

２．この規則は、平成 27年 4月 1日から施行する。 



 
 
 

7 

様式１ 
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様式２ 
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 様式３  

                           年  月   日 

 

 

              寄  附  申  込  書 

  

 

 公益財団法人豊田理化学研究所 

 理事長 豊田章一郎 殿 

 

                研究代表者 

                  所属   フェロー 

                  氏名              ㊞ 

 

 

 

 下記物品は、公的研究費取扱規則第１６条第１項の規定により寄附します。 

 

 

記 

 

 

 １．品  名 ： 
 

 ２．規  格 ： 
 

 ３．数  量 ： 
 

 ４．単  価 ： 
 

 ５．金  額 ： 
  

 ６．研究種目 ： 
 

 ６．使用場所 ： 
 

７．備  考 ：     

 

 

                              以   上          
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様式４ 

年  月  日 

フェロー      殿 

 

公益財団法人豊田理化学研究所 

理事長 豊田章一郎 

 

 

寄付物品受納書 

 

年 月 日 貴殿より寄付の申し入れのありました下記の物品ありがたく受納いたし

ます。 

 

記 

 

品名 規格 数量 取得価格 備考 

 
 

 
 

 
 

 

以上 
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様式５ 

年  月  日 

 

公益財団法人豊田理化学研究所 

理事長 豊田章一郎 殿 

申請者 所属 

                      氏名          印 

 

資産管理者           印 

 

 

 

資産返還申請書 

 

 

公的研究費取得資産の返還を受けたいので、下記の通り申請します。 

 

 

記 

 

１．返還を希望する資産の名称等 

（１）資産番号 

（２）名称 

（３）規格 

（４）数量 

 

２．研究テーマ・研究機関 

 （１）研究テーマ 

 （２）研究期間 

 

以上 
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様式６ 

 

 

 

年  月  日 

 

公益財団法人豊田理化学研究所 

理事長 豊田章一郎 殿 

 

受領者 住所 

 

                      氏名          印 

 

 

 

資産返還受領書 

 

 

貴所から返還を受けた公的研究費取得資産を、下記の通り受領しました。 

 

 

記 

 

 

１．受領年月日 

 

２．返還を希望する資産の名称等 

（１）資産番号 

（２）名称 

（３）規格 

（４）数量 

 

 

以上 

 


